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令和８年度国立自然史博物館設立・誘致推進広報業務 

企画提案仕様書 

 

１ 業務名 

  令和８年度国立自然史博物館設立・誘致推進広報業務 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和８年８月 31日まで 

 

３ 目的 

  国立自然史博物館は、東アジア、東南アジア全体の自然史科学を支える拠点となるばか

りでなく、令和３年７月に世界自然遺産に登録された本県の生物多様性の豊かさやその重

要性をより多くの人に発信し、自然環境の保全や沖縄観光の魅力の強化に繋がること、県

内の子どもたちの自然科学に対する関心を高め、学力向上に資することが期待されること

から、新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画において「今後あらゆる機会を捉えて県内誘致

に努める」ことを位置づけている。 

 本業務は、国立の自然史博物館の設立意義や役割、沖縄県に設立することの優位性やそ

の魅力等を県民にテレビやラジオコマーシャルを活用・発信し、理解を深めていただくこ

とで国立自然史博物館の設立・誘致に向けた機運醸成を図ることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

(1) テレビコマーシャルの放送 

令和７年度に県が制作したコマーシャル映像（30 秒動画、1種類、未公開）を、テ

レビで放送する。 

   ＜業務の詳細＞ 

ア 前述のコマーシャル映像の最後尾 1秒間（白地に文字のみの映像）の差し替え

修正を行う。 

イ 県内テレビ３局と電波契約を締結し、前述のコマーシャル映像を各局１回/日

で放送する。 

ウ 放送期間は、契約締結日の 10日後から、同日を起点として 45 日間とする。 

 

 (2) ラジオコマーシャルの制作・放送 

    ラジオコマーシャル（30秒、1種類）を制作し、県内ラジオ３局で放送する。 

   ＜業務の詳細＞ 

ア 30 秒のラジオコマーシャルを 1種類制作する。 

イ 県内ラジオ３局と電波契約を締結し、前述のラジオコマーシャルを各局１回/

日で放送する。 

ウ 放送期間は、別途県の指定する日（但し、契約終了予定日の 50 日以上前とす

る）から、同日を起点として 45 日間とする。 
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   ＜企画提案部分＞ 

    ・事業目的に沿った内容をラジオ放送の特性を活かした形で伝えることができる内

容で提案すること。 

      

５ 業務内容等に関する打ち合わせ 

業務内容や進捗状況等に関する打ち合わせを月に１回程度（２時間程度を想定）実施

する。打ち合わせには、本業務を監理する立場の者と担当者が参加する。また、業務の実

施にあたり、当初の計画に変更が生じる場合は、県の了承を得て実施すること。 

 

６ 再委託について 

(1) 再委託の制限等 
受託者は、本契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせて

はならない。また、以下の契約の主たる業務については、その履行を第三者に委任し、

又は請け負わせることが出来ない。ただし、これにより難い特別な事情があるものとし

てあらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 

ア 契約金額の 50％を超える業務 

イ 企画判断、管理運営、指導監督、確認検査など委託成果に密接に関わる統轄的か

つ根幹的な業務 

ウ 委託先を指名または選定した理由と不可分の関係にある業務 

(2) 受託者は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴

力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせては

ならない。 

(3) 再委託の承認 

  受託者は、契約の一部を第三者に委任し､又は請負わせようとするときは、事前に書

面による県の承認を受けなければならない。 

 ただし、以下に定める簡易な業務を第三者に委任し、又は請け負わせる時はこの限り

では無い。 

  ア 資料の収集・整理 

  イ 複写・印刷・製本 

  ウ 原稿・データの入力及び集計 

 

７ 成果品 

(1) 成果品として、以下のものを納品する。 

ア 業務報告書（Ａ４版）          １部 

イ 報告書の電子データを収納した電子媒体  一式 

ウ 映像コンテンツの電子データ（ＤＶＤ等） 一式 

エ その他、沖縄県の指示する資料等     一式 

(2)  成果品の著作権及び所有権は沖縄県に帰属する。ただし、本委託業務に当たり、第
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三者の著作権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任と費用をもっ

て処理する。 

 

８ 委託上限額及び経費積算について 

(1)  委託料の上限は 13,960,133 円（消費税及び地方消費税を含む）とする。ただし、

これは企画提案のために提示する額であり、実際の契約金額とは異なる場合がある。 

(2) 費目については、以下の内容で積算すること。 

ア 直接人件費 

イ 直接経費（謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等） 

ウ 一般管理費（※） 

（（直接人件費 + 直接経費 - 再委託費等）×10/100 以内とする。） 

エ 消費税 

※ 一般管理費は、委託業務を行うために必要な経費のうち、当該業務に要した経費と

して特定が難しいものについて、契約締結時に一定割合で認められる経費で、具体

的には、役職員の手当、管理部門等の管理経費、事務所の家賃、光熱水費、回線使

用料、汎用文具等に要する経費で、一定の負担が生じている経費として計上するも

のである。 

※ 上記一般管理費計算式における再委託費等は、当該事業に直接必要な経費のうち、受

託者（共同事業体構成員を含む）が実施できない又は実施することが適当でない業務

の遂行を他の事業者に委任又は準委任して行わせるために必要な経費に加え、仕事の

完成を目的とした外注（請負契約）に必要な経費も対象とする。 

 

９ 概算払い 

   委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となるが、事業に充てられる自

己資金等の状況次第で、事業終了前の支払い（概算払い）も可能である。 

 

10 その他 

(1) 本契約履行にあたり、業務に関する県所有の資料については、その必要に応じ受託

者に貸与又は閲覧可能である。 

(2) 本仕様書に明記されていない事項で、当然具備されなければならない事項は、これ

を省略してはならない。 

(3) 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて県及び受託者で協議の上、実

施することができる。 

(4) その他業務実施にあたり、疑義が生じた場合は、県及び受託者で協議の上決定す

る。 

(5)  参考：沖縄県が過年度に制作したテレビコマーシャル映像 

       https://www.youtube.com/channel/UC9IN6aCcy3M1e8phvIb3HxA 
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11 留意事項 

(1) 委託業務の経理 

ア 委託業務が完了したときは、実績報告書を提出すること。 

イ 実績報告書により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に支払った委

託費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、その額を

返還すること。 

ウ 委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入

額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておくこと。 

エ 雇い入れた労働者の出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備、保管するこ

と。 

オ 委託費の支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに委託業務の完了

した日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるように

保存しておくこと。 

カ 委託先が委託業務を実施する場合に必要とする備品について、取得は認めないもの

とする。 

(2) 沖縄県は、委託業務の適正を期するため、必要があるときは、委託者に対し報告を

求め、又は沖縄県職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができるものとする。 

(3) 委託業務完了にあたり、帳簿類の確認ができない場合については、委託料を減額さ

れる場合がある。 

 


